


平成２１年度５月定期総会 
東京都シルバー人材センター連合理事長挨拶 

 
平成２１年度第１回の定期総会にあたり、一言ご挨拶申し上げます。 
景気の低迷、雇用環境の悪化の底はまだまだ見えて来ませんが、新年度も早、１ヶ月

余りが経過しました。シルバー人材センター事業を取り巻く状況にも不透明感が漂って

いますが、今年はいつにない節目の年になりそうな予感がしています。 
まず、新公益法人制度改革については、（社）全国シルバー人材センター事業協会（以

下「全シ協」）に昨年度末になっても動きが無いことから、東京都連合として、去る三月、

皆様に議論のたたき台としてお示しした「新公益法人モデル定款素案」を、参考までに

全シ協にも手交してまいりました。 
その際、併せて「就業を通じての生きがいを見出していく」という事業理念に則り、

「無償の就業」とも言えるボランティア活動もシルバー人材センター事業の正規の活動

として認知し、その活動のみの会員であっても正会員として認めるよう主張する一方で、

一部の連合から提起されている就業を伴わない「同好会」会員の正会員化には反対であ

るという、東京都連合としての考えを申し入れたところです。 
東京で策定した「モデル定款素案」には理事の数を１０名以内とするなど、今後（い

つになるかは分かりませんが）示される予定の全シ協の「モデル定款」には、おそらく

触れられることがないであろう提案も盛り込んであります。 
皆さんとこれから一年かけて公益認定を受けるための申請の仕方も含め十分、議論を

し、シルバー人材センター発祥の地にふさわしい事業のあり方を模索していく契機とし

たいと考えています。 
次に、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正」が予定されており、シル

バー人材センターについては届出により、現行の「無料の職業紹介」から「有料の職業

紹介」を行うことができるよう、改定が見込まれています。 
このことは、これまで各センターで行っている活動や、シルバー人材センターが行っ

ている「アクティブシニア事業」への影響も懸念されます。改正法の施行までには猶予

があることから、この問題についても東京の今年度の重要課題として位置づけ、これま

で取組んできた活動への影響が最小限に止まるよう、国等への働きかけを行ってまいり

たいと考えているところです。 
こうした取組みを重ねていく中で、東京のシルバー人材センター事業の新時代への助

走期間として、この一年が実りあるものとなるよう今年も皆様と手を携えて進んでいき

たいと考えております。 
 最後に、会員の皆様をはじめ、関係各位の益々のご健勝と貴シルバー人材センターの

より一層のご繁栄を心よりお祈り申し上げ、ご挨拶といたします。 
 
平成２１年５月 

東京都シルバー人材センター連合 
（財団法人東京しごと財団） 

理事長 髙橋 都彦   
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